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『 いのちが生かされる第三者委員会であるために』 理事  大貫隆志 

 いじめ防止対策推進法が定めら

れ、いじめによる「重大な事態」が

起こった場合には、「学校は速やか

に、適切な方法によって事実関係を

明確にするための調査を行う」こと

となりました。これまで多くのいじ

め自殺事案で、学校主導で事実の隠

蔽が行われ、事実とは異なる情報が

ねつ造されてきました。こうしたこ

とと比べれば、三者委の設置は喜ば

しいことのように思えます。しかし

事はそう簡単ではないのです。 

 三者委が設立され、教師へのアン

ケート、生徒への聞き取りなどの調

査を行ったと聞けば、事実関係を

しっかりと調査したように思いが

ちですが、教師アンケートの回収率

は50％強、生徒への聞き取りは十数

人程度といった調査も事実存在し

ます。当然のことながら、この程度

の調査では、自殺の原因や背景要因

などわかるはずはありません。結果

として「いじめはあったが、自殺と

の因果関係は判断できない」と結論

づけられます。 

 このような調査では、有効な再発

防止策はとれませんし、わが子がな

ぜ死ななければならなかったのか、

その理由を知りたいと願う親の気

もちは満たされません。そして、ひ

とりのこどもの死は、活かされるこ

となく葬り去られるのです。 

 これが、新たな隠蔽ツールとして

の三者委問題です。 

 230ページに及ぶ調査報告書を取

りまとめた大津の三者委は、三者委

のあり方について「委員の選任手続

の公正、独立の確保」が大切であり、

「委員会の活動の中で最も重要な

のは、調査活動である」とし、「予

め第三者委員会の設置を想定して、

公正な選任手続、権限、スタッフな

どについて条例を制定しておいて、

可能な限り委員会の早期の設立を

可能とし、活動をスムーズなものと

するための規定を設けておくこと

が重要」としています。さらに、学

校や教育委員会の調査への取り組

みについて「学校や教育委員会に如

何に痛みを伴うものであったとし

ても、事実を解明してそこから真摯

に教訓を得ようとする姿勢は、必ず

や信頼を得るものである。特に、子

どもたちは、教員たちが真摯に行う

姿を知ることによって、信頼を寄せ

るようになることは明らかである」

とまとめています。 

 量産されている三者委には、こう

した哲学は見受けられません。いわ

ゆる学識経験者は、それぞれの専門

分野におけるスペシャリストです

が、いじめ自殺問題の専門家ではあ

りません。調査委員が熱心であって

も、事実関係を明らかにすることに

対し積極的ではない学校や教委に

縛られ、身動きがとれなくなること

もあるでしょう。こうした状況を切

り開く事のできる知識や交渉術を

身につけた、スペシャリストの養成

が急務であり、それこそが、いじめ

背景調査に必要な専門的知見とい

えるでしょう。スペシャリスト育成

のプロセスは、私たちの情報や経験

を活かすことのできる場だと思い

ます。 
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